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令和３年４月 

国見町農業委員会定例総会会議録 

───────────────────────────── 

１．出席委員 

      １番  渋 谷 福 重 君    ２番  赤 坂 正 弘 君 

      ３番  佐 藤   武 君    ５番  佐久間 久 子 君 

      ６番  斎 藤 紀 次 君    ７番  八 島 富 一 君 

      ８番  佐 藤 浩 信 君   １０番  井 砂 秀 明 君 

 

１．欠席委員 

     なし 

 

１．出席農地利用最適化推進委員 

     藤田・山崎地区担当 秦   正 德 君 

     石 母 田 地 区 担 当 齋 藤 光 弘 君 

     鳥取・内谷地区担当 赤 坂   齋 君 

     森 山 地 区 担 当 佐 藤 正 春 君 

     徳江・塚野目地区担当 菊 地 信 七 君 

     徳江・塚野目地区担当 八 巻 信 詞 君 

     貝田・光明寺地区担当 吉 田 和 男 君 

     高 城 地 区 担 当 髙 橋 一 博 君 

     大 木 戸 地 区 担 当 松 浦 勝 美 君 

     西大枝・川内地区担当 松 浦 富 夫 君 

 

１．出席事務局員 

農 業 委 員 会 事 務 局 長 実 沢 隆 之 君 

農 業 委 員 会 事 務 局 係 長 野 村 康 宏 君 

農業委員会事務局係員 横 山   彰 君 

 



－３－ 

１．議事日程 

───────────────────────────── 

議 事 日 程 

令和３年４月１６日（金曜日） 

午後１時３０分開会 

 １ 会長挨拶 

 ２ 議事録署名人指名 

 ３ 欠席者 

 ４ 会務報告 

 ５ 提出議案等 

   報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

 ６ その他 

   （１）令和３年度産業振興課・農業委員会事務局の事務分掌について 

   （２）次回以降の総会日程について 

 

───────────────────────────── 

午後１時３０分開会 

───────────────────────────── 

１ 会長挨拶 

 

○事務局 まず初めに、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

○会長（渋谷福重君） 【会長から開会に先立ちあいさつ】 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、今後の議事進行につきましては、会長にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

───────────────────────────── 
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２ 議事録署名人指名 

 

○会長（渋谷福重君） それでは、議事録署名人をこちらで指名してもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） ５番、佐久間久子委員、８番、佐藤浩信委員にお願いいたします。 

───────────────────────────── 

３ 欠席者 

 

○会長（渋谷福重君） 続きまして、欠席者の報告ですが、今総会においては、黒田農地利用

最適化推進委員が欠席です。 

───────────────────────────── 

４ 会務報告 

 

○会長（渋谷福重君） 続いて、会務報告、事務局お願いします。 

○事務局 【会務報告について説明】 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

───────────────────────────── 

５ 議事 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

○会長（渋谷福重君） 次に、報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知について議

題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 【報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知（３件）について説明】 

○会長（渋谷福重君） 説明が終わりました。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑がないようでございますので、報告第１号は報告のとおりといた
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します。 

 

 報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

○会長（渋谷福重君） 次に、報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出につ

いて議題といたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 【報告第２号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出（２件）について説

明】 

○会長（渋谷福重君） 説明が終わりました。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、斎藤委員。 

○６番（斎藤紀次君） 受付番号２番の案件というのは10年ぐらい前にも何かあったのではな

かったかな。 

○会長（渋谷福重君） 事務局。 

○事務局 ６番、斎藤委員からのご指摘でございますが、今回、受付番号２番につきましては、

恐らく違反という行為を行ったのが、この申請人の父、亡くなった所有者○○○○氏ではない

かなというところが想定されるところでございまして、一応事務局として聞いた話では、過去

に条件を付けられたというような話ではなかったと息子さんからはお伺いしております。 

 今回、正規の手続ということで、事後にはなってしまうのですが、本人から顛末書を付けた

上で届出のほうを受けておりますので、そこはご理解いただきたいなと思います。 

○会長（渋谷福重君） ほかにございませんか。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑がないようですので、報告第２号は報告のとおりといたします。 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議

題といたします。 

 ここで、審議に入る前に、議事参与の制限について説明します。 

 受付番号22番の案件に関して、私、渋谷が議事参与の制限に該当します。議事参与の制限に
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関しては、議案を分割し審議させていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、議案第１号で議案参与の制限に該当しない案件について審議します。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（５件）について説明】 

○会長（渋谷福重君） では、受付番号18番、19番、23番の案件について現地調査の結果を井

砂秀明農業委員より説明をお願いいたします。 

○１０番（井砂秀明君） 去る４月13日に事務局３名と現場を確認いたしました結果、何ら問

題がないと判断いたしましたので、審議をよろしくお願いします。 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

 続きまして、受付番号20番の案件について、現地調査の結果を森山地区担当、佐藤正春推進

委員より説明をお願いいたします。 

○森山地区担当推進委員（佐藤正春君） 受付番号20番について、ただいま事務局説明のとお

り、何ら問題がないと確認してまいりました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

 続きまして、受付番号21番の案件について、現地調査の結果を石母田地区担当、齋藤光弘推

進委員より説明をお願いいたします。 

○石母田地区担当推進委員（齋藤光弘君） ４月13日に事務局３名と現地の確認をしてまいり

ました。事務局の説明とおり、何ら問題ないことを確認しております。よろしくお願いいたし

ます。 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 ８番、佐藤委員。 

○８番（佐藤浩信君） 20番の案件についてですが、88歳という年齢なので、家族も今回の申

請の中身を把握しているかどうかだと思います。前に別の地区であった話にはなりますが、申

請人の両方認知症が入っていたということがありました。家族の方の確認を取らないで申請し

た形でいいのですかと思ったりもするんです。そういう規定がないから仕方がないのかもしれ

ないが、少しは検討したほうがよろしいかなと思います。 

○事務局 ８番、佐藤委員からのご指摘でございますが、農業者は高齢化となってきておりま

すので、そういう部分は、今後、検討は必要なのかなとは思うところでございます。ただ、今
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回の案件につきましては現地確認に行った際に、譲受人が、たまたま外で農作業等もやってお

りましたところを農業委員と農地利用最適化推進委員等も確認しておりました。そのように農

作業している方でしたので、農地として使う分には当面は問題ないだろうということで事務局

では見ております。 

 しかし、確かに高齢化も進んでおりますが、認知症が入っているかどうかというのは、デリ

ケートな問題であり確認はしづらいところなので、年齢等を含め、その他見るべきところを勘

案しながら家族の方とも話をするなど、対応を少し考えていきたいなと思うところでございま

す。 

 以上です。 

○会長（渋谷福重君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号で議事参与の制限に該当しない案件について、原案のとおり承認することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 全員賛成であります。 

 よって、議案第１号で議事参与の制限に該当しない案件については、原案のとおり承認する

ことに決定しました。 

 次に、議案第１号の受付番号22番の案件について審議します。 

 私、渋谷が退席しますので、議長を八島富一会長職務代理者と交代いたします。 

〔１番 渋谷福重君退席〕 

○会長職務代理者（八島富一君） 議長を交代いたしました。 

 それでは、議案第１号の受付番号22番の案件につきまして審議します。 

 事務局の説明求めます。 

○事務局 【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（１件）について説明】 

○会長職務代理者（八島富一君） 受付番号22番の案件について、現地調査の結果を貝田・光

明寺地区担当、吉田和男推進委員より説明をお願いします。 

○貝田・光明寺地区担当推進委員（吉田和男君） ４月13日、事務局３名と現地を確認しまし

たところ、何ら問題ないと確認しましたので、よろしくお願いします。 
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○会長職務代理者（八島富一君） ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長職務代理者（八島富一君） なしの声がございますが、委員、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長職務代理者（八島富一君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号の受付番号22番の案件について、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長職務代理者（八島富一君） 挙手全員であります。 

 よって、議案第１号の受付番号22番の案件については、原案のとおり承認することに決定い

たします。 

 １番、渋谷福重会長の退席を解きます。 

〔１番 渋谷福重君着席〕 

○会長職務代理者（八島富一君） 議長を渋谷福重会長と交代いたします。 

○会長（渋谷福重君） 議長を交代いたしました。 

 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て議題といたします。 

 それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（１件）について説明】 

○会長（渋谷福重君） では、受付番号２番の案件について現地調査の結果を森山地区担当、

佐藤正春推進委員より説明をお願いいたします。 

○森山地区担当推進委員（佐藤正春君） 受付番号２番について、ただいま事務局説明のとお

り、何ら問題ないと確認してまいりました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。 
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 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第２号について原案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 全員賛成であります。 

 よって、議案第２号について原案のとおり承認することに決定いたします。 

 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第３号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といた

します。 

 ここで、審議に入る前に議事参与の制限について説明いたします。 

 受付番号８番の案件に関して、５番、佐久間久子委員が議事参与の制限に該当します。受付

番号10番の案件に関して、10番の井砂秀明委員が議事参与の制限に該当します。また、受付番

号13番の案件に関して、２番、赤坂正弘委員が議事参与の制限に該当します。また、受付番号

14番の案件に関して、８番、佐藤浩信委員が議事参与の制限に該当します。議事参与の制限に

関しては、議案を分割して審議させていただきますので、ご了承願います。 

 それでは、議案第３号で議事参与の制限に該当しない案件についてを審議いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第３号 農用地利用集積計画の決定（個人による所有権移転の申出６件、個

人による貸借の申出４件、農地中間管理機構の転貸の案件１件）について説明】 

○会長（渋谷福重君） 事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

 議案第３号の議事参与に該当しない案件について、国見町農用地利用集積計画の内容が適当
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であると認め、計画案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 挙手全員で賛成であります。 

 よって、議案第３号の議事参与に該当しない案件については、国見町農用地利用集積計画案

のとおり承認することに決定いたします。 

 次に、議案第３号の受付番号８番の案件について審議します。 

 ５番、佐久間久子委員は退席をお願いいたします。 

〔５番 佐久間久子君退席〕 

○会長（渋谷福重君） それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第３号 農用地利用集積計画の決定（個人による貸借の申出1件）について

説明】 

○会長（渋谷福重君） 事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

 議案第３号の受付番号８番の案件について、国見町農用地利用集積計画案の内容が適当であ

ると認め、計画案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 全員賛成であります。 

 よって、議案第３号の受付番号８番の案件については、国見町農用地利用集積計画案のとお

り承認することに決定いたします。 

 ５番、佐久間久子委員の退席を解きます。 

〔５番 佐久間久子君着席〕 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第３号の受付番号10番の案件について審議します。 

 10番、井砂秀明委員は退席をお願いいたします。 

〔１０番 井砂秀明君退席〕 

○会長（渋谷福重君） それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第３号 農用地利用集積計画の決定（個人による貸借の申出１件）について

説明】 
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○会長（渋谷福重君） 事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 ７番、八島委員。 

○７番（八島富一君） １年９か月と非常に短い契約のようですが、何か理由があったのでし

ょうか。 

○事務局 ７番、八島委員からのご質問でございますが、期間１年９か月とした理由としまし

ては、こちらの貸人から借りている農地がほかにもありまして、貸借期間が終了となるのが令

和５年１月31日までということですので、終期を合わせるために今回１年９か月ということで、

申請があった案件でございます。 

 以上です。 

○７番（八島富一君） 了解しました。 

○会長（渋谷福重君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

 議案第３号の受付番号10番の案件について、国見町農用地利用集積計画案の内容が適当であ

ると認め、計画案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 全員挙手であります。 

 よって、議案第３号の受付番号10番の案件については、国見町農用地利用集積計画案のとお

り承認することに決定いたします。 

 10番、井砂秀明委員の退席を解きます。 

〔１０番 井砂秀明君着席〕 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第３号の受付番号13番の案件について審議します。 

 ２番、赤坂正弘委員は退席をお願いいたします。 

〔２番 赤坂正弘君退席〕 

○会長（渋谷福重君） それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第３号 農用地利用集積計画の決定（個人による貸借の申出１件）について

説明】 

○会長（渋谷福重君） 事務局の説明が終わりました。 



－１２－ 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号の受付番号13番の案件について、国見町農用地利用集積計画の内容が適当である

と認め、計画案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 

○会長（渋谷福重君） 全員であります。 

 よって、議案第３号の受付番号13番の案件については、国見町農用地利用集積計画案のとお

り承認することに決定いたします。 

 ２番、赤坂正弘委員の退席を解きます。 

〔２番 赤坂正弘君着席〕 

○会長（渋谷福重君） 次に、議案第３号の受付番号14番の案件について審議します。 

 ８番、佐藤浩信委員は退席をお願いいたします。 

〔８番 佐藤浩信君退席〕 

○会長（渋谷福重君） それでは、事務局の説明を求めます。 

○事務局 【議案第３号 農用地利用集積計画の決定（農地中間管理機構の転貸の案件１件）

について説明】 

○会長（渋谷福重君） 事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長（渋谷福重君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 議案第３号の受付番号14番の案件について、国見町農用地利用集積計画の内容が適当である

と認め、計画案のとおり承認することに賛成委員の挙手を求めます。 

〔挙 手 全 員〕 



－１３－ 

○会長（渋谷福重君） 挙手全員です。 

 よって、議案第３号の受付番号14番の案件については、国見町農用地利用集積計画案のとお

り承認することに決定いたします。 

 ８番、佐藤浩信委員の退席を解きます。 

〔８番 佐藤浩信君着席〕 

○会長（渋谷福重君） 議事については終了とします。 

───────────────────────────── 

６ その他 

 

（１）令和３年度産業振興課・農業委員会事務局の事務分掌について 

○会長（渋谷福重君） 続いて、その他に移ります。 

 （１）令和３年度産業振興課・農業委員会事務局の事務分掌について、事務局より説明を求

めます。 

○事務局 【（１）令和３年度産業振興課・農業委員会事務局の事務分掌について説明】 

○会長（渋谷福重君） ありがとうございました。 

 

（２）次回以降の総会日程について 

○会長（渋谷福重君） 次に移ります。 

 次回以降の総会の日程等について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 【次回以降の総会日程について説明】 

○会長（渋谷福重君） 最後に出席農業委員の皆様、また農地最適化利用の委員の皆様から何

かありましたらお願いいたします。何でも結構です。いかがですか。何でもいいですよ。 

〔発言する者なし〕 

───────────────────────────── 

○会長（渋谷福重君） では、何もないようですので、本総会を閉じます。 

 どうもありがとうございました。 

午後３時１０分閉会 

 

 


